様式第１号（第８条関係）
年　　月　　日
　（宛先）
　　　　　　　上里町長

住　所　
申請者　氏　名　　　　　　　　　㊞
連絡先

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付申請書

　上里町補助金等の交付手続等に関する規則第５条第１項の規定により、上里町空き店舗等活用補助金交付を受けたく、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記
	補助対象経費の区分
	□店舗改装費  □設備・備品購入費

	店舗名称又は屋号
	

	業種(日本標準産業分類／４桁)
	／　　　　　　

	店舗所在地
	上里町大字

	店舗の形態
	□空き家　□空き店舗　□店舗併用住宅

	店舗所有者
	住所

	
	氏名

	空き店舗等賃貸借契約期間
	自　　　　年　　月　　日
至　　　　年　　月　　日

	改装工事着手予定日
	　　　　　年　　月　　日

	改装工事終了予定日
	　　　　　年　　月　　日

	営業開始（予定）日
	　　　　　年　　月　　日

	補助金交付申請額（①＋②）
※千円未満切捨て
	　　　　　　　　　　　円

	
	1 店舗改装費
【消費税及び地方消費税相当額を除く】
	　　　　　　　
　　　　　円
　　　　　　

	
	2 設備・備品購入費
【消費税及び地方消費税相当額を除く】
	　　　　　円


様式第２号（第８条関係）
事業計画書
１　申請者
	住所
(法人は本社所在地)
	

	氏名又は名称
	

	連絡先
	ＴＥＬ　　　―　　　　―
ＦＡＸ　　　―　　　　―
E-mail　　　　　　　　

	生年月日
（法人等は設立年月日）
	年　　月　　日

	資本金又は出資金の額
	　　円

	職歴等
（個人の場合のみ）
	

	
	

	
	

	
	

	
２　店舗概要

	名称又は屋号
	

	所在地
	上里町大字

	所有者
	

	土地所有者
	

	店舗面積
	　　　　　　　　平方メートル

	従業員数
	正規　　人　臨時　　人　合計　　人

	営業時間
	　　　時　　分　～　　時　　分

	定休日
	

	主な取扱商品
	

	店舗経営の特色等
	

	
	

	
	

	
	



３　資金計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:千円)
	
	項　目
	金　額
	備　考

	収入
	自己資金
	
	

	
	借入金
	
	

	
	国・県等補助金
	
	

	
	町補助金
	
	

	
	その他
	
	

	
	合計（Ａ）
	
	

	支出
	店舗改修費
	
	

	
	設備じゅう器
	
	

	
	車両等
	
	

	
	家賃
	
	

	
	運転資金
	
	

	
	その他
	
	

	
	合計（Ｂ）
	
	


※（Ａ）＝（Ｂ）

４　経営計画　　	（単位:千円）
	
	初年度
( 年 月～ 年 月)
	２年目
( 年 月～ 年 月)
	３年目
( 年 月～ 年 月)

	売上高
(a)
	
	
	

	売上原価
(b)
	
	
	

	売上総利益
(c)＝(a－b)
	
	
	

	販売費及び
一般管理費(d)
	
	
	

	営業利益
(e)＝(c－d)
	
	
	

	営業外収支
(f)
	
	
	

	経常利益
(ｇ)＝(e－f)
	
	
	




[bookmark: _Hlk174036502]
様式第３号（第９条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日
　　　　　　　　　様
上里町長　　　　　　　　　印

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付申請について、下記のとおり交付決定をしたので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第９条第１項の規定により通知します。

記
１　名称又は屋号

２　業　　　　種

３　住　　　　所　　　　　

４　交付決定額　　　　　　 　　　　　　　　円

　　内訳
	店舗改装費
【消費税及び地方消費税相当額を除く】
	　　　　　　　　円

	設備・備品購入費
【消費税及び地方消費税相当額を除く】
	円



５　交付決定条件
1 　上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱の規定を遵守すること。
　⑵　補助金を目的外に使用し、又はその受け取る権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
教　示
１　審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、上里町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
２　取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、上里町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において上里町を代表する者は、上里町長です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
様式第４号（第９条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日
　　　　　　　　　様

上里町長　　　　　　　　　印


上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業不交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付申請について、下記のとおり不交付の決定をしましたので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知します。

記

不交付理由




教　示
１　審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、上里町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
２　取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、上里町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において上里町を代表する者は、上里町長です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。


様式第５号（第１０条関係）
年　　月　　日
　（宛先）
　　　　　　　上里町長

住　所
申請者　氏　名　　　　　　　　　㊞
連絡先

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業店舗改装工事着手届

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定を受けた店舗改装工事について下記のとおり着手したので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第10条の規定により届出します。

記

	補助対象店舗
	名称又は屋号
	

	
	所在地
	上里町大字

	
	工事着手日
	　　　　　年　　月　　日

	
	工事終了日
	　　　　　年　　月　　日（予定）

	
	営業開始日
	　　　　　年　　月　　日（予定）

	
	改装工事
請負契約額
	　　　　　　　　　　　円

	改装工事
施工業者
	住所
	

	
	名称
	

	
	連絡先
	




様式第６号（第１１条関係）
年　　月　　日
　（宛先）
　　　　　　　上里町長

住　所
申請者　氏　名　　　　　　　　　㊞
連絡先

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業変更（中止・廃止）承認申請書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定のあった上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業について、下記のとおり事業の変更（中止・廃止）をしたいので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第11条第１項の規定により申請します。

記

	変更区分
	· 変　更　　□　中　止　　□　廃　止

	変更内容
	変更前
	

	
	変更後
	

	変更理由
	


備考　変更内容が確認できる図面等の資料を添付すること。

様式第７号（第１１条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　様
上里町長　　　　　　　　　印

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業変更（中止・廃止）承認決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業変更（中止・廃止）承認申請について、下記のとおり承認決定をしたので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第11条第２項の規定により通知します。

記
	変更区分
	· 変　更　　□　中　止　　□　廃　止

	変更内容
	変更前
	

	
	変更後
	


教　示
１　審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、上里町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
２　取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、上里町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において上里町を代表する者は、上里町長です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

様式第８号（第１１条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　様
上里町長　　　　　　　　　印

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業変更（中止・廃止）不承認決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業変更（中止・廃止）承認申請について、下記のとおり不承認決定をしたので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第11条第２項の規定により通知します。

記

	変更区分
	· 変　更　　　□　中　止　　　□　廃　止

	不承認理由
	


教　示
１　審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、上里町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
２　取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、上里町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において上里町を代表する者は、上里町長です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

様式第９号（第１３条関係）
年　　月　　日
　（宛先）
　　　　　　　上里町長

住　所
申請者　氏　名　　　　　　　　　㊞
連絡先

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業店舗改装工事終了届

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定を受けた店舗改装工事について下記のとおり終了したので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第13条の規定により届出します。

記

	補助対象店舗
	名称又は屋号
	

	
	所在地
	上里町大字

	
	工事着手日
	　　　　　年　　月　　日

	
	工事終了日
	　　　　　年　　月　　日

	
	営業開始日
	　　　　　年　　月　　日

	
	改装工事
請負契約額
	　　　　　　　　　　　円

	
	改装工事
実施総額
	　　　　　　　　　　　円

	改装工事
施工業者
	住所
	

	
	名称
	

	
	連絡先
	




様式第１０号（第１４条関係）
年　　月　　日
　（宛先）
　　　　　　　上里町長
住　所
申請者　氏　名　　　　　　　　　㊞
連絡先

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業実績報告書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定を受けた上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業について下記のとおり完了したので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第14条の規定により、関係書類を添えて報告します。
記
	補助対象経費の区分
	□店舗改装費　　□設備・備品購入費

	店舗名称又は屋号
	

	業種（日本標準産業分類/４桁）
	／　　　　　　

	店舗所在地
	上里町大字

	店舗の形態
	□空き家　□空き店舗　□店舗併用住宅家

	空き店舗等賃貸借契約期間
	　　　年　月　日　～　　　年　月　日

	営業開始日
	　　　　　年　　月　　日

	補助金交付決定額
	　　　　　　　　　　　　　円

	
	改装工事費
	　　　　　　　　　　　　　円

	
	宣伝広告費
	　　　　　　　　　　　　　円

	改装工事実施額　※
	　　　　　　　　　　　　　円

	
	改装工事着手日
	年　　月　　日

	
	改装工事終了日
	年　　月　　日

	補助事業実施額（※）
	　　　　　　　　　　　　　円


※添付書類
⑴　補助対象経費（改装費・設備等購入費）の領収書又は支払を証明する書類の写し
⑵　改装工事等施工後の店舗内及び店舗の外観の写真
⑶　検査済証の写し（建築確認が必要な工事を行った場合）
⑷　防火対象物使用開始届の写し（法令に基づく届出が必要な場合）
⑸　その他町長が必要と認めるもの


様式第１１号（第１５条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日
　　　　　　　　　様

上里町長　　　　　　　　　印

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付額確定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで実績報告のあった上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付について、下記のとおり補助金交付額が確定したので、上里町補助金等の交付手続等に関する規則第14条の規定により通知します。

記

　補助金交付確定額　　　　　　　　　　　　　　円

内訳　店舗改装費　　　　　　　　　円
　　　設備・備品購入費　　　　　　　　　円



教　示
１　審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、上里町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
２　取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、上里町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において上里町を代表する者は、上里町長です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して１年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

様式第１２号（第１６条関係）
年　　月　　日
　（宛先）
　　　　　　　上里町長

住　所
申請者　氏　名　　　　　　　　　㊞
連絡先

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付請求書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付額確定通知書を受けたので、上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付要綱第16条の規定により、下記のとおり補助金交付を請求します。

記

	請求金額
	　　　　　　　　　　　　　　　円

	振込先
金融機関
[ゆうちょ銀行以外]
	
	銀　　行
信用金庫　
信用組合
農業協同組合
	本店

支店

	
	預金種目
	□普　通　　　　　□当　座

	
	（右づめ
で記入）
	
	
	
	
	
	
	

	ゆうちょ銀行
	通帳
記号
	
	
	
	
	０
０
	通帳
番号
	
	
	
	
	
	
	
	

	（フリガナ）
	　

	口座名義人
【請求者本人】
	


（請求者本人名義の口座番号を記入してください。）

様式第１３号（第１７条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　様

上里町長　　　　　　　　　印

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付決定取消通知書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付決定した上里町まちなか空き店舗等活用補助金について、下記により交付決定を取り消したので、上里町補助金等の交付手続等に関する規則第17条の規定により通知します。

記

１　交付決定取消対象
　　・交付決定日　　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号
　　
・取消内容

２　交付決定取消額　　　　　　　　　　　円

３　取消理由

教　示
１　審査請求について
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、上里町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります。
２　取消訴訟について
この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内に、上里町を被告として提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において上里町を代表する者は、上里町長です。ただし、この処分があったことを知った日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日）の翌日から起算して６か月以内であっても、この処分の日（１の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決の日）の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

様式第１４号（第１８条関係）
第　　　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　様

上里町長　　　　　　　　　印

上里町まちなか空き店舗等活用補助金交付事業補助金返還請求書

　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号で交付した上里町まちなか空き店舗等活用補助金について、　　　　　年　　月　　日付け　　　第　　　号により交付決定を取消したので、上里町補助金等の交付手続等に関する規則第18条の規定により、下記のとおり請求します。

記

１　返還金額　　　　　　　　　　　円

２　返還期限　　　　　年　　月　　日

３　返還方法　　　















